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次期税理士法改正に向けての意見書

はじめに

我々近畿青年税理士連盟は、近畿二府四県の約1,000名の税理士が所属する任意

団体であり、会員相互の親睦と研鑽を図りつつ、納税者の権利を護り、租税制度の改善

と税理士制度の発展を図ることを目的として活動を行っております。また、申告納税制

度の更なる発展に寄与するため、日々研鑽と努力を重ね、税理士の社会公共的使命を完

遂するべく邁進しております。

さて、平成26年税理士法改正から5年が経過し、税理士制度の創設から今日までの間、

時代の変化に適応した種々の法改正及び制度改正が行われてきておりますが、近年では、

AI ICT技術等の進展が盛んに取り沙汰されており、「税務行政の将来像~スマート

化を目指して~(平成29年6月: 国税庁)」の公表や納税環境の変化等も相まって、我々

税理士を取り巻く環境の変化に対しては、制度改正など柔軟かつ迅速に対応していくこ

とが求められております。また、税理士試験の受験者数は毎年逓減しており、特に若年層

の減少幅は著しいものがあります。これらを受けて、日本税理士会連合会における会長

問「次期税理士法改正に向けた検討~近未来につなげていける税理士制度を考える~」に

基づき、次世代を担う若年層にとってさらに魅力ある制度として将来にわたり維持・発展

を図るとの観点から、税務行政の将来像及び納税環境の変化等を加味し、「税理士業界の

未来予想図」を想定し、現在から近未来につなげていける税理士制度を検討 (一部抜粋)

するよう、貴会においても次期税理士法改正に向けた議論が活発に行われているものと

推察致します。

我々近畿青年税理士連盟もこうした現状を踏まえ、時代の変化に適応した税理士制度

のあり方についての議論を重ね、入念かつ慎重に検討を行いました。

ここにその検討の結果を表明し、貴会における次期税理士法改正に向けた議論に資す

るべく、意見書を提出致します。
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II 意見の内容

【1】税理士の使命の見直し

【意見】 税理士の使命の見直し

時代の変化に適応した税理士の使命のあり方について、税理士法第1条に「納税者

の権利を擁護する」ことが税理士の使命である旨を明記することも含めて見直すこと

を検討すべきである。

【理由】

税理士法第1条は、昭和55年の税理士法改正において、税理士の職責を使命へと

改正し、税理士としての基本的姿勢を示すものとして現在にまで至っている。この間、

急速な経済、社会情勢等の変化も著しく、それに伴い税制は高度かつ複雑化の一途を

辿っているが、先の補佐人制度の創設や近年の行政不服審査法や国税通則法の改正等

にみられるように、国民・納税者の権利利益を保護する方向での制度改正が相次いで
行われている。

税理士制度が国民・納税者のための制度である以上、真に国民のための税理士制度

すなわち、国民・納税者の権利利益の保護を図ることは、税理士に課せられる極めて

重要な社会公共的使命であるから、税理士法第1条は国民・納税者の視点からみて、

その権利利益を保護することが税理士の使命であるとする基本的立場が明瞭に示され

ていなければならない。国民・納税者は主権者として扱われる権利を有しており、税

理士は納税者の代理人として日本国憲法に定められた納税義務の適正な実現を図ると

ともに、納税者の租税に関する正当な権利を擁護する使命を負うものである。

租税法律主義に基づく納税義務の適正な実現をもって納税者の権利を擁護できると

する見解があるが、本来的な意味において納税者の有する権利は、「主権者として扱

われること」にあり、納税者は日本国憲法第11条(基本的人権)及び第13条(個

人の尊重と公共の福祉)に保障される権利を有するのであるから、租税法律上の適正

な租税負担のみに留まらず、その権利の範囲を広義なものと捉えなければならない。

従って、税理士の基本的立場を曖昧にしている現行の税理士法第1条については、

主権の存する納税者の代理人であるとする立場を明瞭に示すよう、「納税者の権利を

擁護する」ことが税理士の使命である旨を明記することも含めて見直すことを検討し、

次のとおり改めるべきである。
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【4】通知弁護士制度の見直し

【意見】 通知弁護士制度の見直し

税理士法第51条(税理士業務を行う弁護士等)の解釈の明確化を図るとともに、

反復継続して税理士業務を行う場合には、税理士登録が必要である旨を明文化すべき

である。

【理由】

先般、通知弁護士については、その氏名、所属弁護士会、弁護士登録番号及び通知

をした国税局に関する情報について、国税庁ホームページにおいて公表されることと

なったが、税理士法第51条の「随時、税理士業務を行うことができる」旨の文理解

釈が曖昧であるが故に、通知後に税理士業務に従事する期間の定めがないこと、事案

への関与形態が不明確であること等の問題が生じていることから、当該規定の解釈の

明確化を図るべきである。

また現行は、通知弁護士は税理士登録を要しないことから、税理士会の監督下にな

いため、日本税理士会連合会並びに税理士会が行う会員への指導、連絡及び監督が及

ばず、税理士会員に課せられた研修受講の義務等もない。従って、納税者に不利益を

与えることがないよう、反復継続して税理士業務を行う場合には、税理士登録が必要

である旨を明文化すべきである。

【5】事務所の設置義務等の見直し

【意見】 事務所の設置義務等の見直し

ICT技術の著しい進展等に伴うテレワークの増加などの時代の変化に適応した事

務所の設置義務及び事務所の定義の見直しを早急に図るべきである。

但し、見直しにあたっては税理士及び使用人各々の立場によりテレワークを認める

範囲を厳格に区分するなど所要の措置を講じた上で、その見直しに係る影響を十分に

考慮し慎重に検討すべきである。

【理由】

税理士は税理士法第40条第1項により、税理士業務を行うための事務所を設けな

ければならないこととされており、また同第4項により、税理士事務所を二以上設け

ることが禁止されている。これは、税理士の業務活動の本拠を一カ所に限定すること
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【意見】 税務代理の権限の明示についての見直し

税務代理権限証書について、その提出時期を明文化し、委嘱関係の始期及び終期の

明確化を図るべきである。

【理由】

税理士は税理士法第30条により、税務代理をする場合においては、財務省令で定

めるところにより、その権限を有することを証する書面を税務官公署に提出すること

が義務付けられているが、現状では納税者との委嘱契約の締結時と実際の税務代理の

時期が必ずしも一致しないことに起因して、納税者、税理士及び税務官公署等におい

て委嘱の事実が適切に把握されていない事態が散見され、納税者の利便性及び権利利

益の保護の観点から問題であるため、税務代理権限証書についてはその提出時期を明

文化し、委嘱関係の始期及び終期の明確化を図るべきである。

I おわりに

以上のとおり、我々近畿青年税理士連盟は現行の税理士制度の課題及び時代の変化

に適応した税理士制度のあり方についての議論を重ね、本意見書を取りまとめるに至

りました。

近年の急速な時代の変化に適応するためには、税理士制度について不断の見直しを

行うことが必要であることは言うまでもありません。

次期税理士法改正に向けた議論が活発に行われている現状において、我々が希求す

る納税者の権利擁護の視点からの、申告納税制度の理念にそった真に国民のための税

理士制度の実現に向けた税理士法改正が行われることを切に願い、今後も研鑽を重ね、

税理士、また次世代を担う人材として税理士を志す者にとっても、税理士制度が魅力

ある制度として存続し続けられるよう、あらゆる提言等を行っていく所存です。
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